


■市庁舎１ 階作業所

狛江市庁舎１ 階

毎週月曜・ 木曜

(祝日の場合翌平日)
13時～15時

■狛江市社会福祉協議会

あいと ぴあセンタ ー内

8時半～17時15分

(休館日:日曜･第3土曜･祝日)
03-3488-0294

■事務所兼倉庫

狛江市西野川1-16-7
毎週月曜・ 木曜

(祝日の場合翌平日)
13時～17時

03-5497-0272

■ふら っ と なんぶ

駒井町3-7-1
月～金 9時～17時

03-6774-4160

■こ まえ正吉苑

西野川2-27-23
月～土 8時半～17時半

03-5438-0555

■こ まえ苑

岩戸南4-17-17
月～土 8時半～17時半

03-3489-2404

■岩戸地域センタ ー

岩戸南2-2-5 
9時～21時半

(休館日:第２ ・ 4火曜)
03-3488-7040

■上和泉地域センタ ー

和泉本町4-7 51号棟

9時～21時半

(休館日:第２ ・ 4火曜)
03-3489-9101

■アク アク ラ ラ メ ト ロポリ タ ン

岩戸北3-1-17
9時～18時

(日曜祝日を除く )

■こ まえ正吉苑二番館

西野川4-8-8
月～土 8時半～17時半

03-5761-1040

■狛江市役所

市庁舎２ 階 正面玄関

(閉庁日:土曜･日曜･

祝日及び年末年始)
8時半～17時

■コ ープ調布染地店

調布市染地3-1-815
９ 時～22時

042-426-7406

■フ ァ ミ マフ ード ド ラ イ ブ ◎東野川二丁目店 ◎狛江東和泉店

NPO法人フ ード バンク 狛江
〒201-0001  狛江市西野川1-16-7
TEL:03-5497-0272

Facebook

フードバンク狛江で検索

ほしいものリスト

@foodbankkomae

旧ツイッター

※宅配便でも お受けし ています

(西野川事務所宛のみ)

食品の寄贈を
お願いし ます

フ ード バンク 狛江

こ の事業は狛江市と の食料支援連携協定によっ て実施し ています

常設の食品寄贈受付け場所

ー食の分かち合いで子育て世帯を応援ー

ご家庭で消費しきれない食品を回収し必要としている世帯へ届けます

※ 2026年春休み子育て応援 支援世帯数 149世帯 428人(子ども 239人)
ひと り 親世帯と 就学援助受給世帯に笑顔と あたたかさ を届けたい！

★未開封のも の

★賞味期限が１ か月以上あるも の

★常温保存のも の

お米・ 乾麺・ イ ンスタ ント 食品

お菓子・ 調味料・ 飲料など

缶詰ひと つから 受付けています

ご家庭に眠っ ている食品はあり ませんか？

14か所で

受付中！

給食のない夏休み





募 集

狛江を

盛り 上げた い！

第1 3 回第1 3 回

狛江フ ェ ス テ ィ バル狛江フ ェ ス テ ィ バル

第1 3 回

狛江フ ェ ス テ ィ バル

企 画 ・ 運 営

イ ン ス タ で 詳細チ ェ ッ ク

お 問合せ

狛江フ ェ ス テ ィ バルの企画・ 運営メ ン バーを 募集し て いま す。

『 興味はある けれど 、 ど んな 雰囲気かだ けで も 知り た い…』 と いう 方も O K ！！！

そ れぞれの役割を 決めて 、 少し ずつ【 狛江フ ェ ス テ ィ バル】 を カ タ チ にし て いま す。

皆 さ ん の お 力 を 貸 し て く だ さ い ！皆 さ ん の お 力 を 貸 し て く だ さ い ！

ス タ ッ フ

ご 応募・ お問合せはお気軽にど う ぞ！

狛江フ ェ ス テ ィ バル実行委員会

＠k o m a e . fe st i v a l

申込はこ ち らk o m a e . f e st i v a l + v o l u n te e r@ g m a i l . co m  

【 主催】 狛江フ ェ ス テ ィ バル実行委員会　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 【 共催】 狛江市商工会・ 狛江市観光協会・ (社)狛江ま ち みら い ラ ボ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※昨年度

【 後援】 狛江市・ 狛江市社会福祉協議会・ 狛江青年会議所　 　 　 　 　 　 　 【 協力】 泉龍寺・ JAマ イ ン ズ 狛江支店・ 狛江新聞同業者組合・ 狛江楽市

　 　 　 　 小田急電鉄株式会社・ 狛江市青少年委員の会議　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 音楽の街-狛江・ エ コ ルマ 企画委員会

　 　 　 　 狛江市教育委員会・ 日本郵便株式会社（ 狛江市内各郵便局） 　 　 　 ※昨年度

※昨年度

狛江が好き 💕 狛江を

も っ と 知り た い
狛江で

知り 合いた い
イ ベン ト に

興味がある ！

22 00 22 66 年年99 月月55 日日・・ 66 日日開開催催決決定定2 0 2 6 年9 月5 日・ 6 日開催決定

主  催

mailto:volunteer@gmail.com


狛江市

狛 江 市

「 み ん な の 声 で 狛 江 が 変 わ る！」 を 合 言 葉 に 、

子 ど も と 大 人 が と も に 生 き る ま ち を 目 指 し て

制 定 さ れ た 条 例 で す。

20 26年4月スタート



はじめに
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　 子ども には、生まれながら にし て一人の人間と し ての権利があり ま す。児童の権利に関

する 条約（ 以下「 子ども の権利条約」と いいま す。）は、子ど も の基本的人権や子ども 特有

の権利を 認めつつ、それま での「 子ど も は大人の保護の客体である 」と いう 子ども 観（ 子

ども に対する見方）から 、それだけではなく 、「 子ども は大人と 等し く 権利の主体である 」

と いう よう に子ども 観を 大きく 転換さ せています。 

　 狛江市においても 、いじ め、児童虐待、ヤングケアラ ー等の多様かつ複雑な 問題に対

し 、子ども の権利を 大人が適切に保障し ていく こ と は必要です。

 　 上記のよう な子ども 観を 背景と し て、子ども の身近な生活の場である 狛江と いう 地域

が、子ども が権利の主体と し てあり のままで暮らすこ と ができ 、大人が子ども の思いや考

えを 受け止め、子ども と 大人が互いに尊重し と も に生き る こ と ができ る まち になる こ と

を目指し て、狛江市子ども の権利条例を 制定し まし た。

　 子ど も は大人と 同じ よ う に 権利の主体で

す。子ど も に関わる こ と について 決める と き

は、子ど も と 対話し て いく こ と が大切で す。

「 大人が考える 子ど も の最善の利益」 ではな

く 、子ども の立場に立って、「 子ども にと って最

も 良いこ と 」 を 子ども と 一緒に考えまし ょ う 。

条例 前文

条例の制定の目的

「 みんな の声で 狛江が 変わる！」子ど も と と も に 歩むま ち へ

大人が大切にすべき 視点の例

子ど も のた めに大人がで き る こ と  

子ど も にと って 最も 良いこ と を

考え まし ょ う

　 きょ う だいや友達、「 大人の理想」 と 不当に

比較せず、一人ひと り にあっ たペースを 尊重す

る こ と が大切で す。また、多様性を 認め、「 違

い」 を「 個性」 と し て認め、尊重し まし ょ う 。

子ど も の個性を 尊重し まし ょ う

　 条例で は、子ど も の主体性を 重視し て いま

す。子ど も の声を 尊重し 、受け止め、応答的対

応を し て い く こ と が大切で す。ま た 、場合に

よっては自ら の意思を う まく 表現で き な いこ

と がある こ と にも 配慮し 、意見、気持ち 及び考

えを 汲み取る 姿勢も 必要です。

子ど も の声を 大切にし まし ょ う

　 失敗し て も 価値がある と 認め、再挑戦を 応

援する こ と 。ま た、「 頑張る こ と 」と 同じ く ら い

「 休むこ と 」も 大切で す。疲れた 時に安心し て

休める 環境を つく るこ と も 必要です。

子ど も の挑戦を 応援し まし ょ う

 条̶ 例前文「 子ども から のメ ッ セージ」より 抜粋

子ど も を 信頼し て バト ン を 渡し てく れる 大人で いてく だ さ い 。 

私たち の声にも 耳を 傾け てく だ さ い 。

大人や他の子と 比べる こ と なく 、 一人ひと り の子ど も で あ る

『 私』を 見て 尊重し て 欲し いで す。

良い と こ ろ や頑張っ て い る と こ ろ を 見つ けて 褒めてく れる こ と 、

好き な こ と を 応援し てく れる こ と が私たち を 元気付け ま す。

子ども から のメ ッ セージ

法的根拠の確立

・ 子ど も の基本的人権や成長・ 発達に応じ た子ど も 特有の権利の保障

・ 子ど も が権利の主体と し てあり のまま で 暮ら すこ と ができ る こ と

・ 大人が子ど も の思いや考えを 受け止め、子ど も と 大人が互いに尊重し と も に

  
生き て いく こ と ができ る ま ち づく り

「 子ども 観」 の大き な 転換

こ れまで（ 保護の客体）

「 守っ て あ げる 」 対象

こ れから（ 権利の主体）

「 一人の人間」 と し て 尊重

大人と 同じ よう に権利の主体であり 、様々な

権利がある 。大人と 同じ 価値を 持つ人間と し

て対話する見方

子ども は未熟であり 、大人が管理・ 指導し 、

保護する 存在であると いう 見方

ワーク ショ ッ プ で子ども が考えた

狛江市子ども の権利条例の

キャ ラ ク タ ー

あり く まる ん
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⚫ 安心し て健康に暮ら せるこ と 。

⚫ 愛情を も って大切に育まれるこ と 。

⚫ 暴力、いじ め、虐待等を 受けないこ

と 。

⚫ 休息できるこ と 。

⚫ 自由に遊び、学びたいこ と が学べ、

多様な体験ができる

   環境が保障さ れる

   こ と 。

⚫ 個性や多様性が認めら れる こ と 。

⚫ 誰かと 不当に比べら れな いこ と 。

⚫ いかなる 理由によって も 差別を 受

けないこ と 。

⚫ 平等に扱われ、公正に 評価さ れる

こ と 。

⚫ 不利な点は

  合 理的な 範囲で

  配 慮を さ れる こ と 。

⚫ 自分に関する こ と について 、成

長・ 発達に応じ て自分で 選択し

て自己決定でき る こ と 。

⚫ 様々なこ と に挑戦する こ と がで

き 、その環境が保障さ れる こ と 。

⚫ 自分の意見、気持ち 、考えを 受け

止め応答し ても ら える こ と 。

⚫自分の意見、気持ち、考えを 表現（ ＝意見

表明）するこ と ができ 、尊重さ れること 。

⚫ 意見表明の機会が確保さ れるこ と 。

⚫ 意見表明をし ないこ と も 保障さ れるこ

と 。

⚫ 表明し たこ と について、検討さ れた結果

を 知るこ と 。

⚫ 対話をして協働

   できるこ と 。

⚫ 地域の活動に参加・

   参画できるこ と 。

“特に大切にする”4つの「 子どもの権利」

生き る 権利及び

成長・ 発達する 権利

あり のま ま で

いら れる 権利

自分で 自分のこ と を

決める 権利

意見表明及び

参加・ 参画する 権利

生きる・育つ ありのままで 自分で決める 意見を表明

子ど も の権利条約で定める 4つの一般原則を も と に、「 狛江市子ど も の権利条例」では

次の４ つの子ども の権利を 特に大切で保障さ れなければなら ない権利と し て定めます。

そ
う
だ
よ
ね

第４ 条 第5 条 第6 条 第7 条

大人は自分の

経験が当たり前だと

思って今の子どもに話を

しないでほしい。

学校を休んだり

宿題をやらなかったら

遊んだらだめと

言わないでほしい。

う
ん

　
う
ん 子どもだから

やらなく ていいよ、と

言われるのは嫌。

時間の使い方を

自分で決めたい。

一人ひとり 違う 、

「 私」を見てほしい。

尊重してほしい。
「 ～～らしく 」を

やめてほしい。

上手な子だけ

やらせないで。

上手く なく てもやり た

いしやってみたい。

わ
か
る
・・・

自由な時間を

過ごせないと心が

もやもやしちゃう 。

「 遊ぶ」という

ことを大事にして

ほしい。

だよね！

大人に

決められてしまうと 、

自分にとって前にすすむ

答えが出てこなかったり

する。
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各主体の具体的な役割

大人の役割

保護者の役割

⚫ 大人は、子ども が大人と 同じ よう に権利

の主体であるこ と を 認識し 、と も に、あり

のままで安心して暮らすこ と ができるま

ちづく り に取り 組むよう 努める。

⚫ 大人は、子ども が健やかに育ち、地域の

中で安心して過ごすこ と ができるよう

に、子ども を見守り 、支援する。 

⚫ 保護者は、子ども にと って最も 良いこ と と は何かを 考え、子ど

も の意見を聴き 、対話し ながら 、養育する。

⚫ 保護者は、保護者自身が安心して暮らすために、必要に応じ て

市や関係機関に相談し 支援を求める。

施設関係者の役割

⚫ 施設関係者は、子ども が安心して過ごせる場所を確保する。

⚫ 施設関係者は、子ども にと って最も 良いこ と と は何かを 考え、子ども

の意見を 聴き 、対話し ながら 、様々な活動の機会を確保する。

⚫ 施設関係者は、子ども を 施設運営に関わる当事者の一員と して認

め、子ども の主体性を尊重する。

団体（ 企業等）の役割

⚫ 団体は、子ども の権利を 保障するため

に、それぞれの立場でできるこ と から 関

わり 、子ども を 地域で見守り 、支援する。

⚫ 団体は、その活動が子ども の権利の侵害

につながるこ と のないよう 配慮する。

市（ 行政）の役割

⚫市は、子ども にと って最も 良いこ と と は何かを 考え、子

ども の意見を 聴き 、対話し ながら 、子ども に関する施

策を 決定し 、実施する。

⚫市は、大人、保護者、施設関係者及び団体と 連携・ 協

働し 、各主体が役割を果たすこ と ができるよう 必要

な支援を行う 。

第８ 条

第10 条

第９ 条

第11条

第12  条



相談窓口（ 子育てに関する こ と など ）の情報

大人向け

子ども 家庭課 電話：03-5761-7990

子ども 家庭支援セン タ ー 電話：03-5438-6606

多摩児童相談所 電話： 042-372-5600

月曜日～金曜日（ 年末年始、祝日除く ） 　 午前８ 時3 0 分～午後５ 時

月曜日～土曜日（ 年末年始、祝日除く ） 　 午前９ 時～午後５ 時

月曜日～金曜日（ 年末年始、祝日除く ） 　 午前９ 時～午後５ 時

令和8 年（ 2 0 2 6 年） 3 月発行

【 発行】狛江市子ども 家庭部子ども 若者政策課企画政策係

【 イラスト 】はし も と  なおみ

【 デザイン】株式会社ハシデザイン

【 編集】一般社団法人TO K Y O  PL AY

こ の条例はたく さ んの狛江市の子ども たちと

ワーク ショ ッ プ を 通じ て 作成し まし た。

自分やま わり のこ と で こ ま っ た と き・ な やんだ と き は…

子ど も 向け

こ まっ たと き の相談窓口

話し てみなよー東京子供ネット ー（ 東京都）  電話：0120-874-374

ギュッ と チャット（ 東京都）

市内などで 相談でき ると こ ろ

月曜日～金曜日 午前９時～午後９時／土・ 日・ 祝 午前９時～午後５時（ 年末年始除く ）

L IN E でも 相談でき る よ

こ れま で の取り 組みや、

条例について

詳し く はこ ち ら

身近な 大人や学校の先生に相談し てみよう 。その他にも 相談でき る と こ ろ がある よ 。




